
●食事や水分でむせたり､咳き込んだりする
●食後に痰が絡みやすい、のどがゴロゴロなる
●食べ物を飲み込めずにためてしまい、
　いつまでも残っている
●食事に時間がかかる
●疲れてしまい食事が全部食べられない
●発熱することがよくある

歯科医院への通院が困難な方のもとに歯科医師や
歯科衛生士が訪問し治療やケアを行います。

受付時間　平日午前 8 時 30 分～午後 5 時

TEL 024ｰ523ｰ3268
福島県・福島県歯科医師会

公益社団法人福島県歯科医師会
〒960-8105 福島市仲間町 6 番 6 号　TEL 024-523-3266　FAX 024-524-1323

福島県在宅歯科医療連携室福島県在宅歯科医療連携室

歯医者さんが

来てくれる

歯科医院への通院が困難な方のもとに歯科医師や
歯科衛生士が訪問し治療やケアを行います。

来てくれる
お口のケアの大切さ

　歯周病と全身疾患との関連性、咀嚼機能の認知症や唾液分泌への影響な
ど、お口の環境は全身の健康と密接に関係しています。
　特に要介護高齢者や病気療養中の方は、健康な人にとっては病原体とはな
らないような口腔細菌が、日和見感染症※や誤嚥性肺炎などを引き起こすこ
ともありますので注意が必要です。

※日和見感染症（ひよりみかんせんしょう）
　　免疫力が低下した方が、健康な方では問題とならないような病原体に感染することで
発症する感染症のこと

口腔と全身との関係

　要介護高齢者は、口の中や義歯を自分で清掃することが難しくなるため、
口腔細菌叢のバランスが崩れ、病原性のある細菌が多くなる傾向にありま
す。また、高齢になると口腔の自浄作用は低下し、口の中を清潔に保つこと
が難しくなってしまいます。
　加えて、病気や加齢などにより飲み込む機能や咳をする力が弱くなると、
誤って細菌が気管に入りこみやすくなり、その結果「誤嚥性肺炎」が引き起
こされやすくなります。
　この予防策のひとつとして、たとえ誤嚥した場合でも誤嚥性肺炎に移行し
にくいように、口の中を清潔にしておく、つまり適切な口腔ケアを行うこと
が重要になります。

口腔ケアと誤嚥性肺炎

このようなことがある方は特に注意



　福島県内の在宅歯科医療をすすめるため、福島県歯科医師会に『福島県在
宅歯科医療連携室』を設置しております。私たちが窓口となり、患者さんと
歯科医院の橋渡しをします。お近くの歯科医院をご紹介いたしますので連携
室までお電話ください。

　また、医療・介護等の関係他職種の方々への情報発信や相談対応も行って
おりますので、お気軽にお問い合わせください。

こんな症状はありませんか？
どれかに当てはまる場合は、歯科医師等による確認の必要性が高い状態です。

福島県在宅歯科医療連携室
受付時間　平日午前 8時 30分～午後 5時

TEL 024ｰ523ｰ3268
福島県歯科医師会ホームページ
http://www.fda-online.or.jp

▢ 歯ぐきから出血する、歯ぐきが腫れている

▢ 痛い歯やグラグラ動く歯がある

▢ 歯が尖（とが）っている、口の中に傷が付いている

▢ 入れ歯が壊れた、合わない

▢ うまくかめない、かむと痛い

▢ 口臭が強い、気になる

▢ 舌が乾いてヒリヒリする

▢ 痰や汚れがからまり付いている

訪問診療について
Ｑ
Ａ
誰が利用できますか？
通院が困難な方（介護施設入所中、入院中の方を含む）が対象となります。 
個々の状況に応じて判断されます。
なお、入所・入院中の方は、施設や病院の許可が必要です。

Ｑ
Ａ
交通費について

Ｑ
Ａ
治療費はどのくらいかかりますか？

治療費とは別にご負担いただく場合があります。

Ｑ
Ａ
すぐに来てもらえますか？
緊急対応はお受けできません。原則として日時予
約を取っていただき訪問するようになります。

Ｑ
Ａ
夜間は訪問してもらえますか？
基本的に診療時間内や日中の訪問になります。

Ｑ
Ａ
どんなに遠くても来てもらえますか？
原則として１６㎞以内のお近くの歯科医院をご紹介いたします。

Ｑ
Ａ
診療所とまったく同じ治療が受けられますか？
機材の関係上、限られた中での処置にとどまる場合もありますが、お口の
中を健康にするために出来る限りの治療をいたします。

公的医療保険制度が適用になりますので、通常の窓口負担と同様の取り
扱いです。
窓口負担割合１割の場合の自己負担金の概算
●歯科訪問診療の費用としては、訪問１回ごとに約1,200～1,400円程度
●歯科処置等は、通常の外来受診をした場合の費用と概ね同じ
　　例）入れ歯の修理：約1,000～2,000円
　　　　入れ歯の作製：総義歯１床の場合、約4,000～4,500円

※料金や治療期間などについては、お口の状態や治療内容によって異なりますので、
ご不安な点は訪問する歯科医師に遠慮なくご相談ください。

要介護（要支援）認定を受けている方の場合、医学管理・指導の費用は介護保険が適
用されますが、介護サービスの月ごとの利用限度額とは別枠扱いです。
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